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市第41号議案 

   横浜市火災予防条例の一部改正 

 横浜市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成22年９月３日提出 

横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市火災予防条例の一部を改正する条例 

 横浜市火災予防条例（昭和48年12月横浜市条例第70号）の一部を

次のように改正する。 

 第11条の２第１項中「又は溶融炭酸塩型燃料電池」を「、溶融炭

酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池」に改め、同条第２項中

「固体高分子型燃料電池」の次に「又は固体酸化物型燃料電池」を

加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成22年12月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされてい

る燃料電池発電設備（固体酸化物型燃料電池による発電設備に限

る。）のうち、この条例による改正後の横浜市火災予防条例第11

条の２の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用し

ない。 

 

   提 案 理 由 

 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取



市第 41 号 

18 

扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴

い、固体酸化物型燃料電池による発電設備の位置、構造及び管理に

関する基準を定めるため、横浜市火災予防条例の一部を改正したい

ので提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



市第41号 

19 

 

 

 

 参  考  

   横 浜 市 火 災 予 防 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   
 （ 燃 料 電 池 発 電 設 備 ） 

第 11 条 の ２  屋 内 に 設 け る 燃 料 電 池 発 電 設 備 （ 固 体 高 分 子 型 燃 料 電  

           、 溶 融 炭 酸 塩 型 燃 料 電 池 又 は 固 体 酸 化 物 型  
池 、 リ ン 酸 型 燃 料 電 池  

           又 は 溶 融 炭 酸 塩 型 燃 料 電 池  

 燃 料 電 池  
   に よ る 発 電 設 備 で あ っ て 火 を 使 用 す る も の に 限 る 。 第 ３  

 

項 及 び 第 ５ 項 並 び に 第 74 条 第 １ 項 第 ９ 号 に お い て 同 じ 。） は 、 火

災 予 防 上 安 全 な 距 離 を 保 つ こ と を 要 し な い 場 合 を 除 き 、 建 築 物 等

及 び 可 燃 性 の 物 品 か ら 対 象 火 気 設 備 等 及 び 対 象 火 気 器 具 等 の 離 隔

距 離 に 関 す る 基 準 に よ り 得 ら れ る 距 離 以 上 の 距 離 を 保 つ も の と す

る ほ か 、 そ の 位 置 、 構 造 及 び 管 理 の 基 準 に つ い て は 、 第 ４ 条 第 １

項 第 ２ 号 、 第 ４ 号 、 第 ５ 号 、 第 ７ 号 、 第 ９ 号 、 第 17 号 （ ウ 、 ス 及

び セ を 除 く 。）、 第 18 号 及 び 第 19 号 カ 並 び に 第 ３ 項 第 １ 号 、 第 14

条 第 １ 項 （ 第 ７ 号 を 除 く 。） 並 び に 第 15 条 第 １ 項 （ 第 ２ 号 を 除 く

。） の 規 定 を 準 用 す る 。  

 ２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 屋 内 に 設 け る 燃 料 電 池 発 電 設 備 （ 固  

           又 は 固 体 酸 化 物 型 燃 料 電 池  
体 高 分 子 型 燃 料 電 池             に よ る 発 電 設 備 で  
 

あ っ て 火 を 使 用 す る も の に 限 る 。 以 下 こ の 項 及 び 第 ４ 項 に お い て

同 じ 。） で あ っ て 出 力 10 キ ロ ワ ッ ト 未 満 の も の の う ち 、 改 質 器 の

温 度 が 過 度 に 上 昇 し た 場 合 若 し く は 過 度 に 低 下 し た 場 合 又 は 外 箱

の 換 気 装 置 に 異 常 が 生 じ た 場 合 に 自 動 的 に 燃 料 電 池 発 電 設 備 を 停

止 で き る 装 置 を 設 け た も の は 、 火 災 予 防 上 安 全 な 距 離 を 保 つ こ と

を 要 し な い 場 合 を 除 き 、 建 築 物 等 及 び 可 燃 性 の 物 品 か ら 対 象 火 気

設 備 等 及 び 対 象 火 気 器 具 等 の 離 隔 距 離 に 関 す る 基 準 に よ り 得 ら れ
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る 距 離 以 上 の 距 離 を 保 つ も の と す る ほ か 、 そ の 位 置 、 構 造 及 び 管

理 の 基 準 に つ い て は 、 第 ４ 条 第 １ 項 第 ２ 号 、 第 ４ 号 、 第 ５ 号 、 第

７ 号 、 第 ９ 号 、 第 17 号 （ ウ 、 ス 及 び セ を 除 く 。）、 第 18 号 及 び 第

19 号 カ 並 び に 第 ３ 項 第 １ 号 及 び 第 ４ 号 、 第 14 条 第 １ 項 第 １ 号 、 第

２ 号 、 第 ４ 号 、 第 ８ 号 及 び 第 11 号 並 び に 第 15 条 第 １ 項 第 ３ 号 及 び

第 ４ 号 の 規 定 を 準 用 す る 。  

   （ 第 ３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ）  


